
船舶事故調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 平成３０年５月１５日 １３時４５分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市城ケ島南西方沖 

 城ケ島灯台から真方位２２５°７.８海里付近 

（概位 北緯３５°０２.６′ 東経１３９°２９.９′） 

事故の概要 石材運搬船第六豊
ほう

松
しょう

丸は、航行中、機関室で火災が発生した。 

事故調査の経過 平成３０年７月１７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

石材運搬船 第六豊松丸、４９７トン 

１３２３２４、株式会社鈴木組  

ディーゼル機関、４サイクル、出力７３６kＷ、回転数毎分 

２４５、６気筒、ボア３４０mm、使用燃料ＬＳＡ重油（特Ａ重

油）、平成６年１０月機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

機関長、五級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 主機等に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、航行中、船首側から

順に番号が付された‘主機の２番及び４番シリンダのシリンダヘッ

ド’（以下「本件シリンダヘッド」という）の排気弁周辺から出火

し、機関長がウエスで炎をたたいて鎮火させた。 

本船は、本事故後、機関製造会社が点検し、本件シリンダヘッドの

燃料噴射弁取付部周辺に燃料油の漏えい
．．

等が認められたが、燃料噴射

弁が焼損し、漏えい
．．

した箇所の特定に至らなかった。 

本船は、船長が主機の始動が不可能と判断し、タグボートにえい
．．

航

されて三浦市三崎港に入港した。 

本船は、通常航海中の主機排気温度が約３００℃以上であった。 

ＬＳＡ重油（特Ａ重油）の自然発火温度は、約２４０℃であった。 

分析 本船は、航行中、本件シリンダヘッドの燃料噴射弁取付部周辺から

燃料油が漏えい
．．

し、燃料油が自然発火して本件シリンダヘッド付近で

出火したものと考えられるが、燃料油の漏えい
．．

箇所を明らかにするこ

とはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、航行中、本件シリンダヘッドの燃料噴射弁取付

部周辺から燃料油が漏えい
．．

し、燃料油が自然発火して本件シリンダヘ



ッド付近で出火したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・燃料油等の漏えい
．．

の早期発見に努めること。 

            


